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 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

  平成２４年７月９日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第３３号

   津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。

 第４条第１項第３号中「児童手当法施行令の一部を改正する政令（平成２４

年政令第１１３号）の規定による改正前の」、「。以下「改正前の政令」とい

う。」及び「第１１条の規定により読み替えて準用する同令」を削り、同項第

４号及び同条第２項第２号中「改正前の政令第１１条の規定により読み替えて

準用する同令」を「児童手当法施行令」に改め、同条第３項中「改正前の政令」

を「児童手当法施行令」に改める。

   附 則

１ この規則は、平成２４年９月１日から施行する。

２ 改正後の津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、この規

 則の施行の日以後に行われる診療に係る福祉医療費の助成について適用し、

同日前に行われた診療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例に

よる。



 津市まん中老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則をここに

公布する。 

 平成２４年７月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３４号 

   津市まん中老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市まん中老人福祉センターの設置及び管理に関する条

例（平成２４年津市条例第２３号。以下「条例」という。）第２１条の規定

に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第９条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、ま

ん中老人福祉センター指定管理者指定申請書（第１号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 条例第９条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

（休館日） 

第３条 津市まん中老人福祉センター（以下「センター」という。）の休館日

は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、

あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める

ことができる。 

 日曜日 

 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（使用時間） 

第４条 センターを使用することができる時間は、午前９時から午後５時まで

とする。ただし、指定管理者がセンターの管理上特に必要があると認めると

きは、これを変更することができる。 

（使用許可の申請） 



第５条 条例第１４条第１項の規定によりセンターの使用許可を受けようとす

る者は、次に定める申請をしなければならない。 

 個人が使用するときは、備付けのまん中老人福祉センター使用簿（第２

号様式）に所定の事項を記入しなければならない。 

 １０人以上の団体が使用するときは、まん中老人福祉センター使用（使

用変更）許可申請書（第３号様式。以下「許可申請書」という。）を使用

しようとする日の５日前までに、指定管理者に提出しなければならない。 

（使用許可） 

第６条 指定管理者は、前条第２号の規定による申請により使用を許可したと

きは、まん中老人福祉センター使用（使用変更）許可書（第４号様式。以下

「許可書」という。）を交付するものとする。 

（使用許可の変更） 

第７条 センターの使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用

許可の内容を変更しようとするときは、許可申請書に許可書を添えて指定管

理者に提出し、その許可を受けなければならない。 

（使用許可の取消し） 

第８条 使用者は、センターの使用許可の取消しを受けようとするときは、ま

ん中老人福祉センター使用許可取消届（第５号様式）に許可書を添えて指定

管理者に提出しなければならない。 

（入場の制限） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を

拒否し、又は退場させることができる。 

 感染性の疾病のある者 

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する

者 

 その他管理上支障があると認められる者 

（遵守事項） 

第１０条 使用者その他センターを利用する者（以下「使用者等」という。）

は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しない

こと。 

 許可を受けた施設及び設備器具以外のものを使用しないこと。 

 許可なくして物品の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしない



こと。 

 許可なくして張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないこと。 

 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 その他管理上必要な指示に従うこと。 

（届出） 

第１１条 使用者等は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直

ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

（職員の立入り） 

第１２条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用

中の施設に職員を立ち入らせることができる。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 次項の規定 公布の日 

 附則第３項の規定 平成２４年１０月１日 

（指定管理者の指定に係る準備行為） 

２ 市長は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、

センターに係る指定管理者の指定に必要な準備行為を行うことができる。 

 （施行日前における使用許可手続） 

３ この規則の施行日以後の使用に係るセンターの使用許可手続については、

施行日前においても行うことができる。ただし、この場合における使用許可

は、市長が行うものとする。 

 （施行日前における使用許可手続に関する経過措置） 

４ 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則

の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （津市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

５ 津市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年

津市規則第７７号）の一部を次のように改正する。 



  第５条第１号中「丸之内老人福祉センター使用簿（第２号様式）及び」を 

削り、「第３号様式」を「第２号様式」に改め、同条第２号中「第４号様式」

を「第３号様式」に改める。 

 第６条中「第５号様式」を「第４号様式」に改める。 

 第８条中「第６号様式」を「第５号様式」に改める。 

 第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とする。 

 第４号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、 

「１ 丸之内老人福祉センター（              ） 

 ２ 丸之内児童館（                   ）   を 

 ３ その他の施設（集会室・会議室）              」 

「 

   に、 

                                」 

「（３」を「（２」に改め、同様式を第３号様式とする。 

 第５号様式中 

「１ 丸之内老人福祉センター（              ） 

 ２ 丸之内児童館（                   ）   を 

 ３ その他の施設（集会室・会議室）              」 

「 

   に 

                                」 

改め、同様式を第４号様式とする。 

 第６号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、 

「１ 丸之内老人福祉センター（              ） 

 ２ 丸之内児童館（                   ）   を 

 ３ その他の施設（集会室・会議室）              」 

「 

   に 

                                」 

改め、同様式を第５号様式とする。 

１ 丸之内児童館（                  ）  

２ その他の施設（集会室・会議室）            

１ 丸之内児童館（                  ）  

２ その他の施設（集会室・会議室）            

１ 丸之内児童館（                  ）  

２ その他の施設（集会室・会議室）            



第１号様式（第２条関係） 

まん中老人福祉センター指定管理者指定申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

申請者

  （〒      ） 

所在地           

名 称            

代表者氏名         

電 話

 津市まん中老人福祉センターに係る指定管理者として指定を受けたいので、関係

書類を添えて申請します。 

添付書類 

 津市まん中老人福祉センターの管理に係る事業計画書 

 津市まん中老人福祉センターの管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第５条関係） 

ま ん 中老人福祉セン ター使用 簿 

年  月  日  

番号 氏 名 年齢 性別 住 所 使用しようとする室を○で囲む。 

１ 
１教養娯楽室 ２和室
３集会室 ４カラオケ室 

２ １  ２  ３  ４ 

３ １  ２  ３  ４ 

４ １  ２  ３  ４ 

５ １  ２  ３  ４ 

６ １  ２  ３  ４ 

７ １  ２  ３  ４ 

８ １  ２  ３  ４ 

９ １  ２  ３  ４ 

０ １  ２  ３  ４ 

１ １  ２  ３  ４ 

２ １  ２  ３  ４ 

３ １  ２  ３  ４ 

４ １  ２  ３  ４ 

５ １  ２  ３  ４ 

６ １  ２  ３  ４ 

７ １  ２  ３  ４ 

８ １  ２  ３  ４ 

９ １  ２  ３  ４ 

０ １  ２  ３  ４ 



第３号様式（第５条関係） 

まん中老人福祉センター使用（使用変更）許可申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市まん中老人福祉センター指定管理者 

                                           （〒        ）      

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

 次のとおり津市まん中老人福祉センターを
使 用

使用変更
したいので申請します。

 なお、津市まん中老人福祉センターの使用については、同センターに関する条

例、規則等を守り係員の指示に従います。 

使 用 日 時

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分から 

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分まで 

使用する施設 

使用する施設

を○で囲んで

ください。 

１ 教養娯楽室     ２ 和室 

３ 集会室       ４ カラオケ室 

使 用 人 員 男 人 女 人 計 人
備考 



第４号様式（第６条関係） 

まん中老人福祉センター使用（使用変更）許可書 

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市まん中老人福祉センター指定管理者 印  

年  月  日付けで申請のあった津市まん中老人福祉センターの 

使  用

使用変更
について、次のとおり許可します。  

使 用 日 時

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分から 

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分まで 

使用する施設
１ 教養娯楽室     ２ 和室 

３ 集会室       ４ カラオケ室 

使 用 人 員 男 人 女 人 計 人
備考 

(注)１ この許可書は、使用する際、津市まん中老人福祉センター管理事務所

の職員に見せてください。 

  ２ この許可書は、他人に貸したり、譲ったりしてはいけません。 

  ３ 施設、設備器具等の保全その他津市まん中老人福祉センターの管理上

必要があるときは、職員が必要な指示をすることがあります。 

  ４ 使用者が条例、規則等に違反したときは、使用を停止し、又は使用許

可を取り消すことがあります。 



第５号様式（第８条関係） 

まん中老人福祉センター使用許可取消届 

年  月  日  

 （宛先）津市まん中老人福祉センター指定管理者 

（〒        ）      

住 所                

申請者 団体名                

氏 名（代表者）           

電 話                

 次のとおり津市まん中老人福祉センターの使用許可の取消しを受けたいので、許

可書を添えて届け出ます。 

取消しに係る使用日時

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分から 

年  月  日（ 曜）午
前

後
   時  分まで 

取 消 し に 係 る 施 設

取消しを受けようとす

る施設を○で囲んでく

ださい。       

１ 教養娯楽室     ２ 和室 

３ 集会室       ４ カラオケ室 

使 用 許 可 年 月 日

及 び 許 可 番 号

取 消 し を 受 け よ う

と す る 理 由



津市告示第１６６号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法

律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年 ７月 ２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○ ○○○

○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○ ○○○○
○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ ○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○○ ○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○ ○○○○○

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ ○○○○○○

○○○○○ 

○○○○○○ ○○○○

○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ ○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



津市告示第１６７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年７月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

南新町地内 １ 平成２４年 ６月 １日 

神戸地内 １ 平成２４年 ６月 ４日 

白塚町地内 １ 平成２４年 ６月 ５日 

上浜町地内 １ 平成２４年 ６月 ５日 

本町地内 １ 平成２４年 ６月 ５日 

栄町地内 １ 平成２４年 ６月 ７日 

緑が丘地内 １ 平成２４年 ６月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月１８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ６月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ６月１９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２２日 

阿漕浦東児童遊び場 １ 平成２４年 ６月２２日 

栄町地内 １ 平成２４年 ６月２２日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ５１ 平成２４年 ６月２５日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ２５ 平成２４年 ６月２５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２６日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 ５１ 平成２４年 ６月２６日 

白塚団地 ２ 平成２４年 ６月２６日 

高洲町アパート １ 平成２４年 ６月２６日 



大門地内 １ 平成２４年 ６月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ６月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ６月２７日 

丸之内養正町地内 １ 平成２４年 ６月２７日 

半田地内 １ 平成２４年 ６月２８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ６月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ６月２９日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１６８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２４年６月２７日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２４年７月４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２４年６月２７日に議決を経た予算 

  平成２４年度津市一般会計補正予算（第１号） 



平成２４年度津市一般会計補正予算（第１号） 

 平成２４年度津市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９３，５０４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００，８２４，２０８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加、変更は、「第３表地方債補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



歳  入 (単位：千円)

款 項

15 国 庫 支 出 金 11,301,416 163,640 11,465,056 

 2 国 庫 補 助 金 1,497,295 162,640 1,659,935 

 3 委 託 金 10,366 1,000 11,366 

16 県 支 出 金 5,586,849 126,853 5,713,702 

 2 県 補 助 金 2,015,214 125,993 2,141,207 

 3 委 託 金 455,919 860 456,779 

19 繰 入 金 7,925,469 203,611 8,129,080 

 2 基 金 繰 入 金 7,919,176 203,611 8,122,787 

21 諸 収 入 936,154 4,800 940,954 

 5 雑 入 739,643 4,800 744,443 

22 市 債 8,599,800 94,600 8,694,400 

 1 市 債 8,599,800 94,600 8,694,400 

100,230,704 593,504 100,824,208 

歳  出 (単位：千円)

款 項

 2 総 務 費 12,277,620 4,800 12,282,420 

 1 総 務 管 理 費 10,149,963 4,800 10,154,763 

 3 民 生 費 32,972,466 146,468 33,118,934 

 1 社 会 福 祉 費 14,738,155 1,242 14,739,397 

 2 児 童 福 祉 費 13,285,444 145,226 13,430,670 

 6 農 林 水 産 業 費 2,560,883 295,120 2,856,003 

 1 農 業 費 2,233,257 284,620 2,517,877 

 3 水 産 業 費 64,755 10,500 75,255 

 7 商 工 費 1,570,607 5,000 1,575,607 

 1 商 工 費 1,570,607 5,000 1,575,607 

 8 土 木 費 14,120,170 38,320 14,158,490 

 2 道 路 橋 り ょ う 費 4,714,217 38,320 4,752,537 

10 教 育 費 10,647,773 103,796 10,751,569 

 1 教 育 総 務 費 2,027,568 1,860 2,029,428 

 2 小 学 校 費 3,140,965 62,760 3,203,725 

 3 中 学 校 費 1,426,943 39,176 1,466,119 

100,230,704 593,504 100,824,208 歳 出 合 計

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計



追　加

追　加

変　更

学校教育施設整備事業 888,000 949,000

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後

限　　度　　額 限　　度　　額

道路整備事業 1,144,400 1,173,800

観光施設整備事業 4,200
証書借入
又　  は
証券発行

       年4.0以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては当該
見直し後の利率）

　30か年以内(据置期間を
含む。)償還とし、政府資
金についてはその融資条
件により、銀行その他の
場合は、その債権者と協
定する。ただし、市財政
の都合により繰り上げ償
還することができる。

（単位：千円）

（単位：千円、％）

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

第３表　地 方 債 補 正

第２表　債務負担行為補正
（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

新斎場整備運営ＰＦＩ事業
平成２４年度から
平成４１年度まで

6,768,100千円に、物価変
動による増減額を加算し
た額



津市告示第１６９号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２４年７月５日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所 在 地 取消し年月日

シトモ住宅設

備

津市久居明神町

１４９９番地９
平成２４年７月４日



津市告示第１７０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第４７号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２４年７月９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  虹が丘連合自治会 

  三重県津市一志町虹が丘３０番地２ 

  代表者 滝 沢 克 巳 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
森 本 正 也 

三重県津市一志町虹が丘２４番地６ 

変更後 
滝 沢 克 巳 

三重県津市一志町虹が丘３０番地２ 

３ 変更年月日 

  平成２４年５月２０日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２４年５月２０日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１７１号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法

律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年７月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○○○

○○○○○ ○○ ○○

○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○ ○○

○ 

○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ ○○○○○

○○○○○

○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ ○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○ 
○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



津市告示第１７２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年７月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０１５６３２３ 平成２３年１０月１日 平成２４年６月２０日



津市告示第１７３号 

 下記の者の平成２４年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年７月１３日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

大阪府大阪市鶴見区放出東二丁目８－１ セイコー機械 株式会社

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

志摩市志摩町和具７８４番地の１ 丸貞工業㈱ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○ 



○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 























































































津市公告第９０号 

 次のとおり津市税務窓口等運営業務委託公募型プロポーザルを実施するので、

公告します。 

  平成２４年７月２日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 業務の概要 

 業務名 

   津市税務窓口等運営業務委託 

 予算額 

  ア 平成２４年度予算額 

    ５，８９９千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  イ 平成２５年度から平成２７年度まで（予定） 

    ４７，１６８千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 担当部署 

   津市政策財務部市民税課 

   〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

   電話     ：０５９－２２９－３１２８ 

   ファックス  ：０５９－２２９－３３３１ 

   メールアドレス：229-3128@city.tsu.lg.jp 

２ 委託業務の範囲 

 窓口受付・証明書等取扱業務 

 窓口における公金収納業務 

 後方業務 

 その他 ～ に付帯する業務 

３ 委託期間 

  契約締結日から平成２４年１１月３０日までを本業務の準備期間とし、業

務履行期間は、平成２４年１２月１日から平成２７年１１月３０日までとす

る。 

  本業務は地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であるため、契



約締結の日の属する年度以降に津市の歳入歳出予算の金額に減額があった場

合、契約内容を変更、または解除することがある。 

４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページ（http://www.info.city.tsu.mie.jp/）

からダウンロードすること。 

５ プロポーザル実施スケジュール（予定） 

実施の公告（実施要領の公表） 平成 24 年 7 月 2 日（月） 

質問書の提出期限 平成 24 年 7 月 9 日（月） 

質問書の回答 平成 24 年 7 月 17 日（火） 

参加申込書等の提出期限 平成 24 年 7 月 23 日（月） 

参加資格審査結果通知 平成 24 年 7 月 26 日（木） 

企画提案書等の提出期限 平成 24 年 8 月 10 日（金） 

第１次審査選定結果通知 平成 24 年 8 月 20 日（月） 

第２次審査（プレゼンテーション及びヒア

リングの審査、最優先候補者の選定） 

平成 24 年 8 月 24 日（金） 

最優先候補者決定及び企画提案書採用通知 平成 24 年 8 月 30 日（木） 

６ 参加資格要件 

  プロポーザルの参加資格は、公告日を基準日として、次の各号に掲げる要

件を全て満たすものとする。 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当するものでないこと。 

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市

競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において「事務事業委託：

公共サービス業務のうち、受付・窓口案内、各種証明書交付及び収納代

行」に登録されていること。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し

立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者でな

いこと。 



 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 法人及び法人の代表者において国、県及び地方公共団体に対する債務の

滞納がないこと。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定す

る暴力団やその構成員及びその統制の下にある者でないこと。 

 過去５年間に普通地方公共団体の公金の収納及び当該収納した金銭を金

融機関へ払い込むまでの事務について十分な知識及び実績を有すること。 

 当該業務委託の目的達成に必要な業務従事者を配置できる者であること。 

 個人情報の漏えい、滅失、き損、又は改ざんの防止、その他個人情報の

適正な保護及び管理のために必要な措置を講ずることができる者であるこ

と。 

 プライバシーマーク（Ｐマーク）又はＩＳＯ２７００１（ＩＳＭＳ）の

認定を受けていること。（参加申込時に認定番号を記載すること。） 

 単一の法人であること。（共同企業体等でないこと。） 

７ 審査方法 

  プロポーザルの審査は、参加資格を有すると認められた参加事業者（以下、

「参加事業者」という。）から「企画提案書類」の提出を求めたのち、別に

定める選定基準に基づいた審査方式で実施する。 

  審査については、津市税務窓口等運営業務プロポーザル方式審査委員会

（以下「審査委員会」という。）において行う。なお、審査委員会は、学識

経験のあるもの等及び本市の職員のうちから９名以内で構成する。 

 第１次審査 

   企画提案書等について、書類審査を行い、第２次審査対象者（４社程

度）を選定する。 

   なお、審査員が審査項目のいずれか一つでも最低評価点の評価をした参

加事業者にあっては失格とする。 

 第２次審査 

   第１次審査で選定された参加事業者（第２次審査対象者）に対し、提出

された企画提案書等に基づいたプレゼンテーション及びヒアリング審査を



行い、価格以外の要素と価格を総合的に評価し、最高得点者を最優先候補

者として選定する。 

   なお、第１次審査における評価点は、加点することとする。 

８ 契約手続き等 

  審査の結果により最優先候補者として決定された者を当該業務に係る随意

契約の見積書徴取の相手方として、契約の交渉を行う。ただし、その者との

契約が成立しない場合は、次点者との交渉を行う。 

９ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市税務窓口等運営業務委託公募型プ

ロポーザル実施要領」によるものとする。 

【問い合わせ先】 

津市政策財務部市民税課 

電話     ：０５９－２２９－３１２８ 

ファックス  ：０５９－２２９－３３３１ 

メールアドレス：229-3128@city.tsu.lg.jp 



津市公告第９１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年７月２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年６月２６日

２ 抑留期間 平成２４年７月３日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

久居野口町 

ミ ッ ク ス

（長毛系洋

犬） 

白 雌 小型 ９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第９２号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２４年７月３日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

安濃町安濃 聖り 3398 
2,696 ㎡

うち 196 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市公告第９３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年７月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年６月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市片田志袋町字枝梨１１８９番２の一部、１２０３番１の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

  株式会社サークルＫサンクス 

  代表取締役社長 中村 元彦 



津市公告第９４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年７月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年６月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市長岡町字中切９５０番１ほか２８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市宮町２３８番２ 

  株式会社ユタカ開発 

  代表取締役 藤田 幸生 



津市公告第９５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年７月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年７月３日

２ 抑留期間 平成２４年７月１０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市 

美里町家所 

雑種 茶 雌 中型 ９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第９６号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年７月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市水道局公告第８号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年７月２日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 















津市選挙管理委員会告示第１９号

 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規

定により、久居市風早池土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のと

おり定めたので、同条第３項及び第４項の規定により告示する。

  平成２４年７月２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙期日       平成２４年７月９日

２ 投票の時間      午前８時００分から午後５時００分

３ 選挙すべき総代の数  第１選挙区   １６人

             第２選挙区   １６人



津市選挙管理委員会告示第２０号

 平成２４年７月９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙

における選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合に

おいて、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改

良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により

告示する。

  平成２４年７月２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井 孝司 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井 孝司 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深谷 昭一 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深谷 昭一 



津市選挙管理委員会告示第２１号

 平成２４年７月９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙

における選挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭

和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２４年７月２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

選挙立会人

選挙区 住     所 氏  名

第１選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 幸一

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深谷 一美

第２選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉山 隆

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉山 正一



津市選挙管理委員会告示第２２号

 平成２４年７月９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙

における選挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

  平成２４年７月２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

  掲示場   第１選挙区 久居市風早池土地改良区事務所

        第２選挙区 同上



津市選挙管理委員会告示第２３号

 平成２４年７月９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙

において次の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年

政令第２９５号）第２１条第２項の規定により告示する。

  平成２４年７月１０日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記 

別紙のとおり 



第一選挙区

住所 氏名

津市戸木町5476番地 勝田　巧

津市戸木町1788番地 箕田　伸夫

津市戸木町2004番地1 青木　美和

津市戸木町1895番地4 小田　廣司

津市戸木町2096番地 小田　峯一

津市戸木町2264番地 野口　克己

津市戸木町7019番地 田中　健治

津市戸木町2182番地1 田中　政幸

津市戸木町1972番地 柴田　良弘

津市戸木町3499番地 内田　秀和

津市戸木町3485番地1 田中　秀和

津市戸木町3484番地1 倉田　末昭

津市戸木町2314番地 岡南　勇

津市戸木町7428番地1 笠井　泰雄

津市戸木町2054番地2 轟　万明

津市戸木町2334番地 村田　満

第二選挙区

住所 氏名

津市久居北口町879番地 池田　力平

津市久居北口町548番地3 池田　三代次

津市久居明神町1323番地2 垣野　久忠

津市久居明神町1362番地 垣野　隆生

津市久居明神町1397番地59 加藤　五七男

津市久居北口町576番地1 黒宮　隆明

津市久居明神町1419番地5 永谷　則雄

津市久居北口町827番地3 池田　壽

津市久居明神町1479番地 福井　嘉造

津市久居明神町2404番地 谷口　茂夫

津市久居明神町1490番地 丹羽　秋廣

津市久居明神町1475番地 宇陀　吉和

津市久居明神町1499番地56 福井　二三

津市久居北口町1093番地3 宮本　久美子

津市久居明神町1690番地38 諸戸　二郎

津市久居明神町1364番地3 杉山　哲也



津市選挙管理委員会告示第２４号

 平成２４年７月９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙

において次の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２

４年政令第２９５号）第２２条第２項の規定により告示する。

  平成２４年７月１０日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



第一選挙区

住所 氏名

津市戸木町5476番地 勝田　巧

津市戸木町1788番地 箕田　伸夫

津市戸木町2004番地1 青木　美和

津市戸木町1895番地4 小田　廣司

津市戸木町2096番地 小田　峯一

津市戸木町2264番地 野口　克己

津市戸木町7019番地 田中　健治

津市戸木町2182番地1 田中　政幸

津市戸木町1972番地 柴田　良弘

津市戸木町3499番地 内田　秀和

津市戸木町3485番地1 田中　秀和

津市戸木町3484番地1 倉田　末昭

津市戸木町2314番地 岡南　勇

津市戸木町7428番地1 笠井　泰雄

津市戸木町2054番地2 轟　万明

津市戸木町2334番地 村田　満

第二選挙区

住所 氏名

津市久居北口町879番地 池田　力平

津市久居北口町548番地3 池田　三代次

津市久居明神町1323番地2 垣野　久忠

津市久居明神町1362番地 垣野　隆生

津市久居明神町1397番地59 加藤　五七男

津市久居北口町576番地1 黒宮　隆明

津市久居明神町1419番地5 永谷　則雄

津市久居北口町827番地3 池田　壽

津市久居明神町1479番地 福井　嘉造

津市久居明神町2404番地 谷口　茂夫

津市久居明神町1490番地 丹羽　秋廣

津市久居明神町1475番地 宇陀　吉和

津市久居明神町1499番地56 福井　二三

津市久居北口町1093番地3 宮本　久美子

津市久居明神町1690番地38 諸戸　二郎

津市久居明神町1364番地3 杉山　哲也



津市選挙管理委員会告示第２５号 

 平成２４年８月２日執行予定の三重海区漁業調整委員会委員選挙における不

在者投票の投票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所を次のとおり定める。 

  平成２４年７月１２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 交付場所  津市本庁舎８階 大会議室Ｂ



津市選挙管理委員会告示第２６号 

漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第 9 条において準用する公職選挙
法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２６条第１項の規定により次のとおり

指定投票区を指定し、併せて指定関係投票区を定めたので、同条第 2 項の規定
により告示する。

  平成２４年７月１２日 

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次 

指定投票区 指 定 関 係 投 票 区

第１投票区 第２投票区、第３投票区、第４投票区



津市選挙管理委員会告示第２７号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２４年７月１２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹消者数

             男        女        計

             ０ 人      ２ 人      ２ 人

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管

３ 抹消した年月日    平成２４年７月１２日


